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▽
住
職
任
命
申
請
書

住
職
は
、
そ
の
寺
院
に
所
属
す
る
教
師
の
う
ち
か
ら
当
該
寺
院
が
申
請

し
た
者
に
つ
い
て
、
ご
門
主
か
ら
任
命
さ
れ
、
寺
務
を
主
宰
し
ま
す
。

代
表
役
員
は
、
当
該
寺
院
の
住
職
を
も
っ
て
あ
て
ま
す
。

「
住
職
任
命
申
請
書
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
願
記
等
」
を
作
成
し
ま

す
。１

．
申
請
書

⑴
申
請
者

当
該
寺
院
の
住
職
又
は
住
職
代
務
。
と
も
に
な
い
場
合
は
、
責
任

役
員
の
互
選
し
た
者
（
責
任
役
員
被
互
選
者
）
が
申
請
を
行
い
ま

す
。

［
註
］
 住
職
代
務
が
申
請
す
る
場
合
は
、
任
期
中
又
は
任
期
満
了

宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
の
啓

蒙
・
普
及
の
た
め
、『
宗
報
』（
平
成
30
年
４
月
号
）
よ
り
、
寺
院

の
運
営
に
直
接
関
わ
る
「
願
記
等
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。

今
号
か
ら
、
寺
院
の
役
員
等
の
手
続
き
に
つ
い
て
掲
載
い
た
し

ま
す
。
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宗門総合振興計画

後
１
年
以
内
と
し
、
任
期
満
了
後
１
年
を
経
過
し
て
い
る
場
合

は
、
責
任
役
員
被
互
選
者
が
申
請
を
行
い
ま
す
。

⑵
就
任
者

当
該
寺
院
に
所
属
す
る
教
師
。

２
．
添
付
書
類

⑴
住
職
任
命
同
意
書

住
職
就
任
予
定
者
並
び
に
任
期
中
の
責
任
役
員
・
門
徒
総
代
全
員

が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

住
職
代
務
又
は
責
任
役
員
被
互
選
者
が
申
請
す
る
場
合
は
、
ほ
か

に
当
該
寺
院
の
寺
族
代
表
者
の
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。

［
註
］
 責
任
役
員
・
門
徒
総
代
の
任
期
が
満
了
し
て
い
る
、
又
は

定
数
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
責
任
役
員
任
命

申
請
書
」「
門
徒
総
代
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

※
こ
の
場
合
、
同
意
書
に
は
新
た
に
就
任
す
る
責
任
役
員
・
門

徒
総
代
が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
は
、
当
該
寺
院
よ
り
届
出
さ
れ
て
い
る
者
が

あ
た
り
ま
す
。

［
註
］
 当
該
寺
院
に
寺
族
が
い
な
い
場
合
は
、
寺
族
不
在
の
届
出

が
必
要
で
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
届
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
書

と
組
長
の
副
申
書
を
添
付
し
ま
す
。

⑵
就
任
受
諾
書

［
註
］
 住
職
就
任
予
定
者
の
自
筆
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。

［
註
］
 就
任
受
諾
書
の
住
所
は
、
住
民
票
の
通
り
記
載
し
ま
す
。

⑶
住
職
就
任
予
定
者
の
戸
籍
抄
本
及
び
住
民
票
（
発
行
よ
り
３
か
月

以
内
の
も
の
）

［
註
］
 戸
籍
抄
本
に
お
い
て
、
住
職
就
任
予
定
者
と
住
職
の
関
係

を
証
明
し
ま
す
。

⑷
住
職
死
亡
に
よ
る
後
任
申
請
の
場
合
は
、
前
任
者
の
「
死
亡
届
」

［
註
］
 既
に
提
出
し
て
い
る
場
合
は
不
要
で
す
。

⑸
住
職
退
任
に
よ
る
後
任
申
請
の
場
合
は
、
住
職
本
人
の
退
任
願

［
註
］
 書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
住
職
退
任
者
の
自
筆
署

名
捺
印
に
て
総
長
宛
と
し
ま
す
。

［
註
］
 住
職
代
務
退
任
の
場
合
は
、
退
任
願
の
提
出
は
不
要
で

す
。

⑹
そ
の
他
総
局
が
必
要
と
認
め
る
書
類

イ
．
就
任
予
定
者
が
住
職
（
住
職
で
あ
っ
た
者
）
と
姓
が
異
な
り
、

戸
籍
抄
本
に
て
関
係
が
証
明
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
、
組
長
の
副
申
書
を
添
付
し
ま
す
。

ロ
．
就
任
予
定
者
が
住
職
の
長
男
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

年
長
者
に
当
該
寺
院
の
僧
侶
で
教
師
を
有
す
る
者
が
い
る
と
き

は
、
住
職
の
戸
籍
謄
本
及
び
年
長
者
の
同
意
を
証
す
る
書
類

（
同
意
書
）
を
添
付
し
ま
す
。

［
註
］
 同
意
書
は
、
就
任
予
定
者
が
当
該
寺
院
の
住
職
に
任
命

せ
ら
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
本
人
が
記
載
し
、
署
名
捺

印
（
実
印
）
の
う
え
、
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
付
し
ま
す
。
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15 宗報 2018年11・12月合併号

３
．
住
職
任
命
後
の
手
続
き

⑴
法
務
局
（
登
記
所
）
に
お
い
て
代
表
役
員
の
変
更
登
記
を
し
ま

す
。

⑵
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
の
交
付
を
受
け
ま
す
。

⑶「
登
記
完
了
届
」
に
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
を
添
付
し
、
組

長
、
教
務
所
長
を
経
由
し
て
寺
院
活
動
支
援
部
〈
一
般
寺
院
担

当
〉
宛
に
提
出
し
、
所
轄
庁
に
も
同
様
に
登
記
完
了
の
旨
を
届
け

出
ま
す
。

住
職
任
命
辞
令
は
、
住
職
補
任
式
に
お
い
て
ご
門
主
よ
り
直
接
授
与
さ

れ
ま
す
。▽

住
職
代
務
任
命
申
請
書

住
職
が
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
欠
け
た
場
合
又
は
病
気
そ
の
他

の
事
由
に
よ
っ
て
相
当
の
期
間
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
、
後
任
住
職
の
任
命
を
申
請
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
に
住
職
代
務

を
置
き
ま
す
。

住
職
代
務
は
、
教
師
の
う
ち
か
ら
、
当
該
寺
院
の
申
請
す
る
者
に
つ
い

て
、
総
長
が
任
命
し
ま
す
。
任
期
は
２
年
で
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

な
お
、
寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る
『
寺
則
』
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
住
職
代
務
の
任
期
を
４
年
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。〈『
宗

報
』（
平
成
30
年
８
月
号
）
参
照
〉

ま
た
、
代
表
役
員
代
務
者
は
、
当
該
寺
院
の
住
職
代
務
を
も
っ
て
あ
て

ま
す
。

「
住
職
代
務
任
命
申
請
書
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
願
記
等
」
を
作
成

し
ま
す
。

１
．
申
請
書

⑴
申
請
者

当
該
寺
院
の
住
職
又
は
住
職
代
務
。
と
も
に
な
い
場
合
は
、
責
任

役
員
の
互
選
し
た
者
（
責
任
役
員
被
互
選
者
）
が
申
請
を
行
い
ま

す
。

［
註
］
 住
職
代
務
が
申
請
す
る
場
合
は
、
任
期
中
又
は
任
期
満
了

後
１
年
以
内
と
し
、
任
期
満
了
後
１
年
を
経
過
し
て
い
る
場
合

は
、
責
任
役
員
被
互
選
者
が
申
請
を
行
い
ま
す
。

⑵
就
任
者

教
師
。
但
し
、
当
該
寺
院
の
所
属
僧
侶
に
限
り
ま
せ
ん
。

２
．
添
付
書
類

⑴
住
職
代
務
任
命
同
意
書

住
職
代
務
就
任
予
定
者
並
び
に
任
期
中
の
責
任
役
員
・
門
徒
総
代

全
員
が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

住
職
代
務
又
は
責
任
役
員
被
互
選
者
が
申
請
す
る
場
合
は
、
ほ
か

に
当
該
寺
院
の
寺
族
代
表
者
の
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。

［
註
］
 責
任
役
員
・
門
徒
総
代
の
任
期
が
満
了
し
て
い
る
、
又
は

定
数
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
責
任
役
員
任
命

宗報18-11・12情報.qxp_宗報  2019/07/12  17:25  ページ 15



16宗報 2018年11・12月合併号

宗門総合振興計画

申
請
書
」「
門
徒
総
代
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

※
こ
の
場
合
、
同
意
書
に
は
新
た
に
就
任
す
る
責
任
役
員
・
門

徒
総
代
が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
は
、
当
該
寺
院
よ
り
届
出
さ
れ
て
い
る
者
が

あ
た
り
ま
す
。
住
職
代
務
の
寺
族
は
、
申
請
寺
院
の
寺
族
（
寺

族
代
表
者
）
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

［
註
］
 当
該
寺
院
に
寺
族
が
い
な
い
場
合
は
、
寺
族
不
在
の
届
出

が
必
要
で
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
届
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
書

と
組
長
の
副
申
書
を
添
付
し
ま
す
。

［
註
］
 住
職
以
外
の
僧
侶
が
所
属
寺
院
以
外
の
寺
院
の
住
職
代
務

に
就
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
僧
侶
が
所
属
す
る
寺
院

の
住
職
の
承
認
を
必
要
と
し
ま
す
。

⑵
就
任
受
諾
書

［
註
］
 住
職
代
務
就
任
予
定
者
の
自
筆
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。

［
註
］
 就
任
受
諾
書
の
住
所
は
、
住
民
票
の
通
り
記
載
し
ま
す
。

⑶
住
職
代
務
就
任
予
定
者
の
住
民
票
（
発
行
よ
り
３
か
月
以
内
の
も

の
）

⑷
住
職
死
亡
に
よ
る
後
任
申
請
の
場
合
は
、
前
任
者
の
「
死
亡
届
」

［
註
］
 既
に
提
出
し
て
い
る
場
合
は
不
要
で
す
。

⑸
住
職
又
は
住
職
代
務
退
任
に
よ
る
後
任
申
請
の
場
合
は
、
本
人
の

退
任
願

［
註
］
 書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
住
職
又
は
住
職
代
務
退

任
者
の
自
筆
署
名
捺
印
に
て
総
長
宛
と
し
ま
す
。

⑹
住
職
が
退
任
し
て
住
職
代
務
を
置
く
場
合
は
、
そ
の
理
由
書

［
註
］
 住
職
を
退
任
す
る
理
由
を
詳
細
に
記
載
く
だ
さ
い
。

３
．
住
職
代
務
任
命
後
の
手
続
き

⑴
法
務
局
（
登
記
所
）
に
お
い
て
代
表
役
員
代
務
者
の
変
更
登
記
を

し
ま
す
。

⑵
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
の
交
付
を
受
け
ま
す
。

⑶「
登
記
完
了
届
」
に
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
を
添
付
し
、
組

長
、
教
務
所
長
を
経
由
し
て
寺
院
活
動
支
援
部
〈
一
般
寺
院
担

当
〉
宛
に
提
出
し
、
所
轄
庁
に
も
同
様
に
登
記
完
了
の
旨
を
届
け

出
ま
す
。

▽
住
職
（
兼
務
）
任
命
申
請
書

住
職
が
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当

の
期
間
後
任
住
職
の
任
命
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
特
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
寺
院
の
申
請
に
よ
り
、
総
長

は
、
当
該
寺
院
以
外
の
寺
院
に
所
属
す
る
住
職
を
当
該
寺
院
の
住
職
（
兼

務
住
職
）
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
任
期
は
４
年
と
し
、
再

任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

兼
務
住
職
は
、
当
該
寺
院
の
寺
務
を
主
宰
し
、
置
く
べ
き
事
由
が
な
く

な
っ
た
と
き
、
又
は
自
己
が
所
属
す
る
寺
院
の
住
職
を
退
任
し
た
と
き

は
、
そ
の
職
を
退
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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17 宗報 2018年11・12月合併号

な
お
、
兼
務
住
職
は
代
表
役
員
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

兼
務
住
職
の
任
命
申
請
に
は
、
前
も
っ
て
寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る

『
寺
則
』
の
変
更
が
必
要
と
な
り
ま
す
。〈『
宗
報
』（
平
成
30
年
８
月
号
）

参
照
〉

「
住
職
（
兼
務
）
任
命
申
請
書
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
願
記
等
」
を

作
成
し
ま
す
。

１
．
申
請
書

⑴
申
請
者

住
職
代
務
又
は
兼
務
住
職
。
と
も
に
な
い
場
合
は
、
責
任
役
員
の

互
選
し
た
者
（
責
任
役
員
被
互
選
者
）
が
申
請
を
行
い
ま
す
。

［
註
］
 住
職
代
務
又
は
兼
務
住
職
が
申
請
す
る
場
合
は
、
任
期
中

又
は
任
期
満
了
後
１
年
以
内
と
し
、
任
期
満
了
後
１
年
を
経
過

し
て
い
る
場
合
は
、
責
任
役
員
被
互
選
者
が
申
請
を
行
い
ま

す
。

⑵
就
任
者

当
該
寺
院
以
外
の
寺
院
に
所
属
す
る
住
職
。

２
．
就
任
条
件

⑴
住
職
が
欠
け
て
10
年
以
上
が
経
過
し
、
申
請
の
段
階
で
当
該
寺
院

に
住
職
後
継
予
定
者
が
い
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

⑵
自
己
が
所
属
す
る
寺
院
の
所
在
す
る
組
内
の
寺
院
及
び
そ
れ
に
隣

接
す
る
組
内
の
寺
院
を
原
則
と
し
、
自
己
が
所
属
す
る
寺
院
を
除

い
て
２
か
寺
以
内
と
す
る
こ
と
。

［
註
］
「
隣
接
す
る
組
内
」
と
は
、
教
区
が
異
な
っ
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
添
付
書
類

⑴
住
職
（
兼
務
）
任
命
同
意
書
（
自
己
が
所
属
す
る
寺
院
）

自
己
が
所
属
す
る
寺
院
の
任
期
中
の
責
任
役
員
・
門
徒
総
代
全
員

が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

［
註
］
 責
任
役
員
・
門
徒
総
代
の
任
期
が
満
了
し
て
い
る
、
又
は

定
数
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
責
任
役
員
任
命

申
請
書
」「
門
徒
総
代
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

⑵
住
職
（
兼
務
）
任
命
同
意
書
（
兼
務
住
職
を
し
よ
う
と
す
る
寺
院
）

兼
務
し
よ
う
と
す
る
寺
院
の
任
期
中
の
責
任
役
員
・
門
徒
総
代
全

員
と
寺
族
代
表
者
が
署
名
捺
印
し
ま
す
。

［
註
］
 責
任
役
員
・
門
徒
総
代
の
任
期
が
満
了
し
て
い
る
、
又
は

定
数
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
責
任
役
員
任
命

申
請
書
」「
門
徒
総
代
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
は
、
当
該
寺
院
よ
り
届
出
さ
れ
て
い
る
者
が

あ
た
り
ま
す
。

［
註
］
 当
該
寺
院
に
寺
族
が
い
な
い
場
合
は
、
寺
族
不
在
の
届
出

が
必
要
で
す
。

［
註
］
 寺
族
代
表
者
届
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
書

と
組
長
の
副
申
書
を
添
付
し
ま
す
。

⑶
就
任
受
諾
書

［
註
］
 兼
務
住
職
就
任
予
定
者
の
自
筆
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。
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宗門総合振興計画

［
註
］
 就
任
受
諾
書
の
住
所
は
、
住
民
票
の
通
り
記
載
し
ま
す
。

⑷
兼
務
住
職
就
任
予
定
者
の
住
民
票
（
発
行
よ
り
３
か
月
以
内
の
も

の
）

⑸
そ
の
他
総
局
が
必
要
と
認
め
る
書
類

兼
務
住
職
の
就
任
は
、
前
記
の
就
任
条
件
を
原
則
と
し
ま
す
が
、

「
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
由
」
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
理
由
書
及
び
教
務
所
長
の
副
申
書
を
添
付
し
ま
す
。

４
．
兼
務
住
職
任
命
後
の
手
続
き

⑴
法
務
局
（
登
記
所
）
に
お
い
て
代
表
役
員
の
変
更
登
記
を
し
ま

す
。

⑵
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
の
交
付
を
受
け
ま
す
。

⑶「
登
記
完
了
届
」
に
登
記
事
項
証
明
書
〈
法
人
〉
を
添
付
し
、
組

長
、
教
務
所
長
を
経
由
し
て
寺
院
活
動
支
援
部
〈
一
般
寺
院
担

当
〉
宛
に
提
出
し
、
所
轄
庁
に
も
同
様
に
登
記
完
了
の
旨
を
届
け

出
ま
す
。

な
お
、
兼
務
住
職
を
し
よ
う
と
す
る
寺
院
と
自
己
が
所
属
す
る
寺
院
の

組
や
教
区
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
長
、
教
務
所
長
を
経
由
し

て
進
達
し
ま
す
。

▽
副
住
職
任
命
申
請
書

寺
院
に
は
副
住
職
を
２
人
以
内
置
く
こ
と
が
で
き
、
当
該
寺
院
に
所
属

す
る
教
師
の
う
ち
か
ら
、
住
職
の
申
請
に
よ
っ
て
、
総
長
が
任
命
し
ま

す
。副

住
職
は
、
住
職
を
補
佐
し
、
寺
門
の
護
持
発
展
に
努
め
る
も
の
と
し

ま
す
。

「
副
住
職
任
命
申
請
書
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
願
記
等
」
を
作
成
し

ま
す
。

１
．
申
請
書

⑴
申
請
者

当
該
寺
院
の
住
職
。

［
註
］
 副
住
職
は
、
住
職
の
補
佐
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
住
職

代
務
が
申
請
者
と
な
り
、
副
住
職
を
置
く
場
合
は
、
寺
院
運
営

の
状
況
等
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
区
教
務
所

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

⑵
就
任
者

当
該
寺
院
に
所
属
す
る
教
師
。

２
．
添
付
書
類

⑴
就
任
受
諾
書

［
註
］
 副
住
職
就
任
予
定
者
の
自
筆
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
。

副
住
職
を
退
任
す
る
場
合
、
副
住
職
本
人
の
退
任
願
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
副
住
職
退
任
者
の
自
筆
署
名
捺

印
に
て
総
長
宛
と
し
ま
す
。
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な
お
、『
寺
院
規
程
』
第
44
条
に
規
定
さ
れ
る
以
下
の
欠
格
事
項
に
該

当
す
る
場
合
、
寺
院
の
住
職
、
住
職
代
務
、
副
住
職
、
法
人
の
役
員
及
び

門
徒
総
代
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑴
未
成
年
者

⑵
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

⑶
破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な
い
者

⑷
重
戒
以
上
の
懲
戒
処
分
を
受
け
、
そ
の
決
行
が
終
る
ま
で
、
又
は
決

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

⑸
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

宗報18-11・12情報.qxp_宗報  2019/07/12  17:25  ページ 19

yamashita-ken
ノート注釈
yamashita-ken : Rejected

yamashita-ken
ノート注釈
yamashita-ken : None

yamashita-ken
テキストボックス
 ※   宗教法人「浄土真宗本願寺派」宗規中一部変更  【令和3年6月30日施行】 に伴い、欠格事項（2）が 「心身の故障によりその職務を行うに当って必要　      となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ　     とができない者」に変更となりました。

yamashita-ken
ハイライト表示

yamashita-ken
テキストボックス
※




